
高知県J-VER制度

技術



J-VER制度とは

環境省による、カーボン・オフセットを行う際に必要なクレ
ジット（他で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量）を発
行・認証する制度のことです。

企業がカーボン・オフセットを行うには、京都議定書等の法的拘束力を
持った制度に基づき発行されるクレジットを用いる場合や、第三者の検
証を受けた自主的な排出削減・吸収量クレジットを用いる場合等があり
ます。J-VERは後者にあたり、国内の排出削減・吸収プロジェクトによる
温室効果ガス排出削減・吸収量のうち一定の基準を満たすものを、クレ
ジットとして認証する制度です。
温室効果ガス排出削減・吸収の取組みには様々なものがありますが、
どのような取組みでも対象の対象となるわけではありません。国が積極
的に支援すべき取り組みの種類を特定し、「ポジティブリスト」として登録
したものが対象となります。２０１０年７月現在、対象となるプロジェクトに
は、未利用の木質バイオマス利用、化石燃料から木質ペレットへの燃
料代替、森林管理などがあります。



H22.2 高知県J-VER制度認証

高知県Ｊ－ＶＥＲ制度とは

温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認
証・発行する都道府県の制度について、Ｊ－ＶＥＲ制
度に整合していることをJ-VER認証運営委員会が認
証したものを都道府県J-VERといいます。
高知県J-VER制度は、環境省の認める「都道府県
J-VERプログラム」として、平成22年２月に、全国で2
番目に認証されました。

H21.12 都道府県Ｊ－ＶＥＲプログラム募集開始

H22.3 高知県J-VER制度案件募集開始

H22.７ 高知県J-VER制度案件登録(２件)

Kochi J-VER
Japan Verified Emission Reduction



■オフセット・クレジットＣＯ２吸収量の取り組み
■カーボンオフセット活用 ■森林整備資金の獲得

高知県J-VER制度の運営

森林整備 健全な森づくり

県の認証による県内の森林へ制度の普及拡大
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県J-VER森林吸収クレジットの資金獲得による産業振興

資金



カーボン・オフセットに用いられる森林吸収クレジット

高知県J-VER制度

プロジェクトの種類
森林経営プロジェクト 森林法の森林計画対象森林であることが条件

・2007年度以降に間伐を行った面積が対象

・間伐率等は森林計画に適合していること。

・対象地で主伐・土地転用を行うとクレジットは発行されない。

・1990年度以降に間伐・主伐・植栽を行った面積が対象

・主伐を含む施業が森林計画に適合していること。

・対象地で土地転用を行うとクレジットは発行されない。

持続可能な森林経営促進型

間伐促進型

持続可能な森林経営促進型については受付準
備が整い次第募集を開始します。



協働の森森林認証制度

プロジェクトの条件

森の工場
市町村有林
管理代行森林
雇用創出森林

木質バイオマス森林
公社営林etc

対象森林

プロジェクトの適格性要件(ポジティブリスト)を満たしていること。

※高知県の林業施策を推進
していること。

or or

森林施業計画認定森林であること

and

+



検証結果報告

プログラム認証機関 高知県

ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ
ﾁｰﾑ

検証機関

検証機関の出先（高知県内）

高知県J-VER制度全体の実施フロー

報告施業委託

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機
関

プロジェクト
代表事業者等

事業体、市町村、公社etc
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公有林
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管理代行森林
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高知県ｵﾌｾｯﾄ･ｸﾚ
ｼﾞｯﾄ認証運営委員

会

環境共生課
管理・運営主体

設計
基本文書の制定
変更への対応
制度普及

国の機関との調整

地方検証人育成による検証経費の低減と効率化

県J-VER制度事務
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高知県J-VER登録・管理機関

高知県J-VER 口座

気候変動対策認証センター
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対象森林の維持
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審査機関 制度運営・普及機関事務機関



※注意事項※

１ 森林施業計画を遵守すること。

２ 森林施業計画の変更があった場合は、施業計画制度の規定に添って
手続を行い、変更認定を受けた日から１箇月以内に申請書を提出した機
関へ写しを提出すること。

３ CO2吸収量の永続性を担保するため、クレジット発行対象期間終了
後10年間（H35.3）まで対象森林における許認可、届出の写しを毎年度4
月末までに申請書を提出した機関に提出するとともに、 不適切な主伐や
土地転用がないことを書面で報告すること。



高知県J-VER制度に要する経費

◎申請料 (無料)

◎登録料 (無料)

◎モニタリング経費（申請者が自ら行う
場合は不要）

◎第三者検証機関検証手数料(50～100

万円程度)（検証経費助成の対象となる
場合があります。）

◎認証発行手数料・・・・無料

※高知県J-VER制度では制度普及推進
のため申請料及び登録料を無料として
います。

□申請料・・・・・147,000円（２施業計画
まで）

＋63,000円/1施業計画

□登録料・・・・・105,000円

□モニタリング経費、第三者検証機関
検証手数料
(高知県J-VERと同様）

□認証発行手数料・・・・
21,000円＋84円/t-CO2

J-VER制度に要する経費(参考)
（気候変動対策認証センターで妥当性確認を受ける場合）

妥当性確認経費



森を守る「若者の力」

技術向上

雇用促進

地域振興


